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事業者と施設の概要 

1．運営事業者 

●事業者名称●  ヒューマンアカデミー株式会社 

● 代 表 者 ●  代表取締役 今堀 健治 

●法人所在地●  東京都新宿区西新宿７－８－１０ オークラヤビル 5 階 

（登記上の本社） 東京都新宿区西新宿７－５－２５ 

●法人連絡先●  ０３－６８４６－０２４８（保育事業部） 

●事業内容●  子育て支援事業（保育所の運営）、 

キッズ・ジュニアスクール児童教育＆FC 事業、 

学童保育事業、通信制高校（教育連携校）、全日制専門校、 

海外進学・留学サポート事業、外国人向け日本語教育事業、 

カルチャースクール事業、 

社会人教育（通学講座/通信講座/e ラーニング）、 

MBA 取得プログラム、企業内研修・行政受託、コマース事業、 

保険代理店事業 

● 親 会 社 ●  ヒューマンホールディングス株式会社（東証スタンダード） 

 

2．事業目的 

児童福祉法等の諸規則に従い、保護者の皆様と連携してお子さまを保育することによっ

て、お子さまの健全な育成と社会福祉に貢献するとともに、保護者の皆様の充実した社

会生活と自己実現に貢献致します。 

 

3．提供する保育の内容 
当園は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、千葉県保育所設置認可等に関する事務取

扱要綱、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針（平成 29 年告示）及び保育課程

に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。 

 

4．保育所の概要 

●施設名称●  ヒューマンアカデミー印西牧の原保育園 

● 所 在 地 ●  〒270-1335 

千葉県印西市原 1 丁目 2 番地 ビッグホップガーデンモール印西内 

●開設年月日●  平成 2７年 4 月 1 日 

● 連 絡 先 ●  ＴＥＬ 0476-47-6277 / ＦＡＸ 0476-47-6279 

●施設長氏名●  久保 千寿子 

●ご利用対象●  生後 57 日～２歳児まで 

●入所定員● 

 

 

 

定員計 0 歳児 1 歳児 2 歳児 

40 名 7 名 13 名 20 名 
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● 職 員 数 ●  施設長 1 名、常勤保育者９名、非常勤保育者７名、 

看護師１名、栄養士 1 名、調理員３名、事務員 1 名 

 （職員の職種、員数及び職務内容） 

 当園が保育・教育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおり

とする。 

（１）施設長（園長）（常勤専従）１人 

園長は、保育・教育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、 

職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

（２）主任保育士（常勤専従）１人 

主任保育士は、園長を補佐するとともに、保育計画の立案や支給認定保護者から 

育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。 

（３）保育士１7 人（常勤専従１２人、非常勤 5 人） 

保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づくすべての子どもが

安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。 

（４）調理員３人（常勤専従 0 人、非常勤３人） 

調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。 

（５）栄養士１人（常勤専従１人） 

栄養士は、子どもの発達段階に応じた離乳食、乳幼児食、幼児食に係る献立を 

作成するとともに、当園全般の食育を行う。 

（６）嘱託医１人 

嘱託医は、当園の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、 

職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。 

 

●事業内容●  月極保育、一時保育、障がい児支援等 

● 嘱 託 医 ●  あんべこどもクリニック  医師 安部 昌宏 先生 

千葉県印西市竜腹寺 350−2 

ＴＥＬ 0476-80-9611 

●自己評価●  職員による保育内容等の自己評価を毎年１度実施し、サービス内容の

向上に努めます。 

●第三者評価●  認証を受けた評価機関による事業評価を３年に１度受審します。 

結果はインターネット上で公開されています。 

  （利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項） 

1 当園は、市町村が行った利用調整により当園の利用が決定されたときかつ保育・教育の実

施について委託受けたときは、これに応じる。 

２ 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該利用子どもの支給認定保

護者とその内容を確認する。 

３ 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものと

する。 

（１）「子ども・子育て支援法施行規則」第１条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消

ししたとき。 

（２）支給認定保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。 

（３）市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。 

（４）その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 
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5．開所日・開所時間 

● 開 所 日 ●  月曜日から土曜日まで 

●開所時間●  月～金 7 時 00 分から 20 時 00 分まで 

         土曜日 7 時 00 分から 17 時 00 分まで 

● 休 所 日 ●  日曜日・祝祭日、年末年始 12 月 29 日～1 月 3 日 

●保育時間●  保育短時間  月～土 8 時３0 分から 16 時 30 分まで 

          保育標準時間 月～金 7 時 00 分から 18 時 00 分まで 

土曜日 7 時 00 分から 17 時 00 分まで 

●延長保育●  「保育短時間」認定のご家庭は保育短時間を超える前後の時間帯、「保

育標準時間」認定のご家庭は保育標準時間を超える 18 時以降の時間

帯を利用する場合に「延長保育」となります。 

【月～金】 

短時間 延長 保育短時間 延長  

標準時間 保育標準時間 延長  

 7:00    8:30                           16:30   18:00  20:00 

【土曜日】 

短時間 延長 保育短時間 延長  

標準時間 保育標準時間  

7:00    8:30                  16:30    17:00   
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6． 保育園の規模・見取り図 

 

●建物の構造●  鉄骨造 一部 鉄筋コンクリート造地上 1 階 

●延べ床面積●   220.50 ㎡ 

●代替園庭●  草深公園（約 20,000 ㎡） 

 

 

 

（0・1 歳児②） 

（0・1 歳児①） 


